
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                     

 

 

   

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 
１０月１5 日号 

【発 行】厚木市立緑ケ丘公民館 
【所在地】厚木市緑ケ丘２－２－１                              
【電 話】221-7556 【F A X】296-2052 
【Ｅﾒｰﾙ】8622@city.atsugi.kanagawa.jp 

緑ケ丘地区キャッチフレーズ:笑い声 集う人の和 緑ケ丘 

 

～市民法律講座～ 

日常生活の中で発生するさまざまな法律問題への対応や、身近な法律知識をこの機会に身につけてみませんか。

希望されるテーマのみの受講も可能です。ぜひご参加ください。 

【日程】令和５年11月２日（木）、10日（金）、16日（木） 

【時間】18：00～19：45（開場17：30） 

【会場】あつぎ市民交流プラザルーム610（アミューあつぎ６階） 

【テーマ】 

第１回（11/２）ここが知りたい！ 相続のこと 

第２回（11/10）相続させる側の対応 ～遺言作成の概要～ 

第３回（11/16）改正相隣関係の解説 

【講師】神奈川県弁護士会所属の弁護士 

【対象】市内在住・在勤・在学の方 30人（先着順） 

【受講料】無料 

【申込み】10月16日（月）から10月27日（金）までに、 
電話または窓口で申込み。募集人員になり次第締切。 

【問合せ】厚木市役所 市民協働推進課 人権男女相談係  

(本庁舎１階総合相談コーナー) 

電話：２２５－２１００ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流・教室会場 開催日≪１１月≫ 受付・時間 

ぼうさいの丘公園多目的広場 11月：休・17日（金） 

9時～13時 

荻野運動公園多目的広場 11月：1日・15日（水） 

及川球技場 
11月：7日・14日 

21日・28日（火） 

及川グラウンド・ゴルフ場 11月：10日・休  （金） 

 

～ 消防団員 募集 ～ 

命と暮らしを守るため、今、あなたの力が必要です。 

火災や台風などの災害発生時に、消防署と協力して、消防防災活動を行うのが消防団です。 

≪主な活動内容≫ 

◆火災、台風、地震等発生時の災害活動 ◆器具や車両の点検（月２回程度） 

◆各種消防訓練 ◆イベント等での警戒、消防団 PR ◆火災予防広報 

<資格> 

市内に居住し、勤務し又は通学する 18 歳以上の健康な方で、消防団活動に関心がある方。 

 

 

 

【問合せ】消防総務課  電話：223-9366 

 

 

～通いの場を作ってみませんか～ 

「通いの場」とは、高齢者（65 歳以上）の方々が社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防を目

的に「普段の生活の中で」「お住いの地域で」「地域の方々と交流できる」場のことです。 

本市では新たに「通いの場」を開設する団体等に対し、最大５万円の交付金を交付します。 

「通いの場」の開設を検討されている方は、地域包括ケア推進課地域支援係まで御相談ください。 

※通いの場の活動内容例 

〇茶話会〇健康体操〇料理〇陶芸〇手芸〇将棋・囲碁〇健康相談 

【問合せ先】 

地域包括ケア推進課地域支援係 電話：２２５－２２２４ 

主 催 
厚木市グラウンド・ゴルフ協会 

元気で、楽しい活動に参加を！ 

◎ 厚木市グラウンド・ゴルフ協会は、協会員の合同練習日に一般市民の方々を対象として、初心者教室を開催し、 
指導員が楽しく親切に指導しています。 

◎ 参加対象：市外の愛川町・清川村在住の方々も直接近くの会場へお出掛け下さい。 
◎ 参 加費：無料（初めての方には、公式ルールブック￥500円で、購入をお勧めしています） 
◎ 用 具：用具の無い方は、協会が無料で貸出しています。  
◎ 問 合せ：担当者 伊藤 衛  電話：２２３－６７３７  


